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�������建設水道課　�46-5569
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�����小学校就学前の児童で、昼間、家族が仕事や病気などに
　　　　　より家庭で保育することができない児童
�����平泉保育所・長島保育所　各90人（継続児も含む）
　　　　　※他市町村の保育所（認可保育所のみ）への入所申し込
　　　　　　みも受け付けます。
������������12月１日（水）～14日（火）８：30～17：15
　　　　　　　　　�����町民福祉課、両保育所
　　　　　　　　　　�����保育所入所申込書・就労証明書ま
　　　　　　　　　　　　　たは就労状況申告書・保育料納付誓約
　　　　　　　　　　　　　書・課税台帳閲覧同意書（今回から源
　　　　　　　　　　　　　泉徴収票の提出は不要です）
　　　　　　　　　　　※用紙は町民福祉課・両保育所にあります。
　　　　　　　　　　�����23年１月下旬に面接し、２月下旬
　　　　　　　　　　　　　に保護者あて通知します。
　　　　　　　　　�����原則として７：30～18：30
　　　　　　　　　�������	
��町民福祉課�46-5562
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平泉保育所�46-2767
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　長島保育所�46-2007

�����町内に住所がある３歳から小学校就学前の幼児
�����５歳児（16人）、４歳児（13人）、３歳児（20人）
�����12月１日（水）～14日（火）８：30～17：15
�����町立幼稚園、教育委員会
�����入園願書・家庭状況調査書（町立幼稚園、
　　　　　教育委員会にあります）・住民票
　　　　　抄本１通（入園児分、交付は
　　　　　役場町民福祉課で）
�����23年１月中旬に保護者あて
　　　　　通知します。
�����保育週数は年間39週以上、
　　　　　１日当たりの保育時間は
　　　　　原則として４時間です。
　　　　　※預かり保育（16：00まで）
������5,000円　������月額7,000円
������月額2,600円（見込み）
�������	
��町立幼稚園�46-2575
　　　　　　　　　　　　教育委員会�46-5576

　12月から２月にかけて水道凍結事故が多発しま
す。水が出なくなったり水道管やメーターが破裂し
たりする凍結事故により、修理に多くの費用がかか
る場合があります。

　�外気温がおおむね氷点下４度以下になったとき。
　�旅行などで家を数日間留守にするなど、長期間
　　水道を使用しないとき。

　�水道管や蛇口を布で巻き、濡れないように保温
　　してください。
　�凍りやすい場所には保温ヒーターなどを設置し
　　ましょう。
　�外出や寝る前に、水抜き栓を使って水道管内の
　　水を抜きましょう。（水抜き栓を中途半端に開け
　　たり閉めたりすると地中に水が漏れ、知らない
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　　うちに水道を使用していることになりますので、
　　操作には十分注意してください）

　給水装置を所有されている方が、町指定給水装置
工事業者に直接依頼し、修理していただきます。

　毎月上旬（１日～10日）に水道の検針を行ってい
ますが、検針しやすいよう、次のことにご協力をお

　④メーターボックスに雪が積もった場合は、雪か
　　きをしてください。
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願いします。
　①メーターボックスの上に物
　　を置かないでください。
　②メーターボックスの中はき
　　れいにしてください。
　③犬は放し飼いにせず、出入
　　口やメーターボックスから
　　離してつないでください。
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　平泉の文化遺産は、平成23年の世
界遺産登録を目指しています。この
コーナーでは、登録に向けた取り組
み状況についてお知らせします。
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今年開催され９月に行われたイコモスの現地調査

　今回の調査では、橋の痕跡は確認できませんでした。
西島と東中島との間の人の行き来はどのように行った
のかが課題となります。ほかの場所に設置されていた
可能性も残されているので、継続して調査・検証を行っ
ていきたいと思います。

　今年の無量光院跡は、何度か池に水を張り、その様
子を皆さんに見ていただくことができました。
　水を張っている時も調査は行っており、今回の23次
調査は�昭和27年に１次調査を行った本堂跡の再調
査。�東中島から西島にかかる橋の有無の確認。�東
中島から北側の池底の確認を行うため、６月から11月
まで発掘調査を行いました。
　調査の結果、58年ぶりに本堂基壇周辺を巡る板石や
正面に敷かれた　（せん：素焼きのタイル）の広がりを
確認し、再測量することができました。
　また調査の過程で、西島の東端から池跡にかけて、
３×３間の柱跡を確認しました (写真 )。大きさはおお
よそ６㍍四方の正方形をしています。東中島まで柱穴
が続かないこと、本堂の正面かつ、本堂の中軸線上に
位置していること、総柱であることから、橋ではなく
舞台である可能性が高いと考えられます。 今回の調査で確認された柱跡

　平成20年７月、「平泉」を「記載延期」とした世界遺
産委員会の決議内容は、「推薦書をわかりやすく書き直
す」といった技術的なことだけでなく、資産構成の見
直しまで求めるものでした。世界遺産としての「平泉」
をスクラップ・アンド・ビルドする「登録再チャレン
ジ」はゼロベースからの「平泉」再構築の取り組みで
した。
　登録を確実にするためには、推薦書の内容に万全を
期すことが大切ですが、そのためには手間も時間もか
かります。しかし、再推薦のスケジュールは、物理的

に実現可能な最短コースでした。
　幸い、地元関係者の理解も得られ、国・県の関係機
関や推薦書作成委員をはじめとする多くの専門家の尽
力により、当初の予定通り本年１月新たな推薦書が完
成し、世界遺産センターに提出されました。
　９月にはイコモスによる現地調査が行われ、資産の
保存管理体制について詳細な質問や現状の確認がなさ
れましたが、それら全てに適確に対応し調査員の理解
を得ることができました。
　現地調査に当たっては無量光院の池跡に水が張られ
たほか、町民の皆さまをはじめ多くの方々の協力によ
り町内全域で環境整備が行われ、大変美しい姿で調査
員をお迎えすることができました。
　再チャレンジがスタートしてから２年が過ぎ、作業
は最終段階を迎えています。現在、イコモス内部では
「平泉」の審査が慎重に進められています。今後、詳細
な情報が求められることも想定され、気を引き締めて
新年を迎えることになります。
　来年５月、イコモスからの勧告内容が「登録」を目
指す私たちにとって喜ばしいものであることを祈らず
にいられません。


